
秋
田
県
雄
勝
郡
に
お
け
る
郡
制
実
施
と
事
業
展
開

は
じ
め
に

秋
田
県
に
郡
制
（
明
治
二
十
三
年
五
月
十
七
日
法
律
第
三
十
六
号
）

が
施
行
さ
れ
た
の
は
明
治
二
十
四
（
一
八
九
二
年
四
月
一
日
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
地
方
行
政
官
庁
と
し
て
最
末
端
に
属
し
た
郡
と

は
大
き
く
異
な
り
、
郡
会
・
郡
参
事
会
が
設
け
ら
れ
、
府
県
と
町
村
の

中
間
に
位
置
す
る
行
政
・
自
治
団
体
と
し
て
郡
民
の
郡
政
へ
の
参
与
体

制
が
形
成
さ
れ
だ
o

郡
制
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
山
中
永
之
助
氏
や
居
石
正
和
氏
に

よ
る
一
連
の
研
究
成
果
が
あ
る
が
、
各
府
県
に
設
置
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ

の
郡
に
お
い
て
郡
制
が
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
、
そ
の
運
営
が
な
さ
れ

た
の
か
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
を

解
決
す
る
大
き
な
鍵
は
郡
役
所
文
書
や
郡
役
所
お
よ
び
郡
会
の
記
録
を

伊

藤

寛

崇

ま
と
め
た
『
郡
誌
」
の
存
在
に
他
な
ら
な
い
。

秋
田
県
に
お
い
て
は
郡
役
所
の
廃
止
後
、
郡
役
所
文
書
が
県
に
移
管

さ
れ
七
六

O
点
余
の
史
料
（
郡
役
所
作
成
文
書
、
郡
会
・
郡
参
事
会
議

事
録
、
郡
制
訓
令
録
な
ど
）
が
現
在
秋
田
県
公
文
書
館
で
閲
覧
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
「
河
辺
郡
誌
』
や
『
秋
田
県
北
秋
田
郡
自
治
誌
』

と
い
っ
た
単
な
る
地
誌
に
止
ま
ら
ず
郡
の
事
績
を
網
羅
し
た
「
郡
誌
」

も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

．
本
稿
で
は
改
正
以
前
の
郡
制
、
す
な
わ
ち
明
治
二
十
四
年
か
ら

三
十
二
（
一
八
九
九
）
年
ま
で
の
八
年
間
を
対
象
と
し
て
、
秋
田
県
下

九
郡
の
う
ち
比
較
的
多
く
の
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
秋
田
県
雄
勝
郡
に

お
け
る
郡
制
実
施
と
こ
れ
ま
で
余
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
郡
会
議

員
選
挙
の
実
態
、
さ
ら
に
「
郡
会
議
事
飯
」
お
よ
び
決
算
範
か
ら
郡
会

が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
思
う
。
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雄
勝
郡
の
成
立

三
新
法
の
一
つ
で
あ
る
郡
区
町
村
編
制
法
（
明
治
十
一
年
七
月

二
十
二
日
太
政
官
布
告
第
十
七
号
）
の
制
定
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
七

大
区
間
八
小
区
制
は
廃
止
さ
れ
郡
町
村
制
が
復
活
し
、
郡
に
は
官
選
の

郡
長
、
町
村
に
は
公
選
の
戸
長
が
配
置
さ
れ
た
。

郡
長
に
関
し
て
は
府
県
官
職
制
（
明
治
十
一
年
七
月
二
十
五
日
太
政

官
逮
第
三
十
二
号
）
の
公
布
に
よ
っ
て
八
等
相
当
と
さ
れ
、
そ
の
俸
給

は
地
方
税
よ
り
支
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
秋
田
県
で
は
明
治
十
一

（
一
八
七
八
）
年
十
二
月
二
日
に
、
「
郡
長
書
記
ノ
職
制
及
郡
長
掌
管
ノ

m勝沼町符略国

明治二＋二年四月政正

（湯沢市史輔さん会事務局編『湯沢市史J)

条
件
並
ニ
戸
長
職
務
ノ
概
目
」
が
布
達
さ
れ
、
初
代
雄
勝
郡
長
に
は
秋

田
県
十
等
属
の
北
条
忠
勇
が
任
命
さ
れ
た
。
そ
し
て
十
二
年
一
月
十
五

日
、
湯
沢
町
内
廓
町
（
現
湯
沢
市
内
廓
町
）
に
雄
勝
郡
役
所
が
開
庁
し
た
。

同
年
七
月
時
点
で
雄
勝
郡
に
は
三
町
八
二
村
が
存
在
し
た
が
、
四
年

後
の
十
六
年
二
月
に
は
三
二
の
組
合
戸
長
役
場
区
域
に
再
編
さ
れ
た
。

さ
ら
に
町
村
制
（
明
治
二
十
一
年
四
月
十
七
日
法
律
第
一
号
）
の
公
布

に
伴
い
、
明
治
の
町
村
大
合
併
が
断
行
さ
れ
て
三
町
二
二
村
の
自
治
行

政
区
が
誕
生
し
た
。

雄
勝
郡
二
五
カ
町
村

湯
沢
町
（
現
湯
沢
市
）

弁
天
村
（
現
湯
沢
市
）

岩
崎
町
（
現
湯
沢
市
）

幡
野
村
（
現
湯
沢
市
）

山
田
村
（
現
湯
沢
市
）

三
関
村
（
現
湯
沢
市
）

須
川
村
（
現
湯
沢
市
）

小
野
村
（
現
湯
沢
市
）

横
堀
村
（
現
湯
沢
市
）

秋
ノ
宮
村
（
現
湯
沢
市
）

院
内
村
（
現
湯
沢
市
）

三
輪
村
（
現
羽
後
町
）

湯
沢

杉
沢
、
杉
沢
新
処
、
森

岩
崎
、
成
沢
、
二
井
田
、
角
間

倉
内
、
金
谷
、
八
幡
、
柳
田

山
田
、
松
岡
、
深
堀
、
石
塚

関
口
、
上
関
、
下
関

相
川
、
字
留
院
内
、
高
松
、
酒
蒔

小
野
、
桑
ケ
崎
、
泉
沢

横
堀
、
寺
沢

中
村
、
役
内
、
川
井

上
院
内
、
下
院
内
、
院
内
銀
山

杉
宮
、
貝
沢
、
赤
袴
、
大
久
保
、

中
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西
馬
音
内
町
（
現
羽
後
町
）

西
馬
音
内
前
郷
、
大
戸
、
床
舞
、

沢
、
鹿
内

元
西
馬
音
内
村
（
現
羽
後
町
）
西
馬
音
内
堀
廻
、
飯
沢

新
成
村
（
現
羽
後
町
）
足
問
、
郡
山
、
高
尾
回
、
島
田
新
聞
、

糠
塚

明
治
村
（
現
羽
後
町
、
大
沢
の
み
現
湯
沢
市
）
新
町
、
堀
内
、

払
体
、
林
崎
、
水
沢
、
大
沢

田
代
村
（
現
羽
後
町
）
田
代
、
上
到
米
、
到
米
、
軽
井
沢

仙
道
村
（
現
羽
後
町
）
上
仙
道
、
中
仙
道
、
下
仙
道

駒
形
村
（
現
湯
沢
市
）
八
面
、
三
又
、
東
福
寺
、
大
倉
、

門
、
戸
波

川
連
村
（
現
湯
沢
市
）
川
連
大
館

三
梨
村
（
現
湯
沢
市
）
三
梨
、
宮
田
、
飯
田

稲
庭
村
（
現
湯
沢
市
）
稲
庭

皆
瀬
村
（
現
湯
沢
市
）
川
向
、
畠
等

西
成
瀬
村
（
現
湯
沢
市
）
荻
袋
、
熊
淵
、
猿
半
内
、
吉
野
、

野
沢

東
成
瀬
村
（
現
東
成
瀬
村
）
因
子
内
、
岩
井
川
、
椿
川

郡
制
実
施
の
過
程

明
治
二
十
三
（
一
八
九
O
）
年
七
月
一
日
、
内
務
大
臣
訓
令
と
し
て

「
府
県
制
・
郡
制
施
行
取
扱
於
」
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
郡
が
独 回

立
自
治
を
維
持
で
き
る
よ
う
に
資
力
等
を
よ
く
調
査
し
て
、
さ
ら
に
地

形
民
情
に
も
配
慮
し
な
が
ら
分
合
を
行
う
も
の
と
し
、
郡
制
施
行
の
状

況
を
よ
く
考
慮
し
た
上
で
時
機
を
見
て
府
県
制
を
施
行
す
る
と
い
う
も

の
だ
っ
た
。

秋
田
県
で
は
郡
制
施
行
に
向
け
て
内
務
部
第
一
諜
市
町
村
係
に
郡
制

施
行
取
調
事
務
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
郡
制
第
九
条
「
大
地
主
ト
ハ
郡

内
ニ
於
テ
町
村
税
ノ
賦
課
ヲ
受
ク
ル
所
有
地
ニ
シ
テ
地
価
総
計
壱
万
円

以
上
ヲ
有
ス
ル
地
主
ヲ
云
フ
」
に
基
づ
く
、
地
価
一
万
円
以
上
の
土
地

所
有
の
大
地
主
の
調
査
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
県
内
一
七
六
人

の
う
ち
雄
勝
郡
に
は
小
川
長
右
衛
門
（
三
万
二
ハ
三
六
円
二

O
銭
）
を

筆
頭
に
一
一
人
の
大
地
主
が
存
在
し
た
。

九
月
に
入
る
と
各
郡
長
に
対
し
て
郡
分
合
と
境
界
変
更
に
関
す
る
諮

問
が
行
わ
れ
た
。
こ
こ
で
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
の
は
南
秋
田
郡
広
山

田
村
（
現
秋
田
市
）
、
太
平
村
（
現
秋
田
市
）
、
由
利
郡
下
浜
村
（
現
秋

田
市
）
、
大
正
寺
村
（
現
秋
田
市
）
、
仙
北
郡
淀
川
村
（
現
大
仙
市
）
の

五
カ
村
と
荒
川
村
（
現
大
仙
市
）
の
上
淀
川
・
境
の
二
部
落
を
河
辺
郡

へ
、
平
鹿
郡
八
沢
木
村
（
現
横
手
市
）
坂
部
部
落
を
由
利
郡
上
川
大
内

村
（
現
由
利
本
荘
市
）
へ
編
入
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
り
、
河
辺
・

仙
北
・
南
秋
田
の
三
郡
長
は
賛
成
の
答
申
を
行
っ
た
が
由
利
郡
長
は
再

考
を
菓
請
し
た
。
一
方
、
仙
北
郡
荒
川
村
で
は
二
部
落
分
割
と
い
う
事

態
か
ら
村
内
に
対
立
感
情
が
生
ま
れ
、
村
会
は
分
裂
す
る
な
ど
大
規
模

な
反
対
運
動
が
勃
発
し
的
。
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郡
分
合
に
対
す
る
県
の
対
応
を
見
て
い
く
と
、
ま
ず
十
月
十
四
日
付

で
西
郷
従
道
内
務
大
臣
宛
に
「
郡
制
施
行
之
義
ニ
付
具
料
」
お
よ
び
「
郡

（

mv 

ノ
分
合
及
境
界
変
更
之
義
ニ
付
内
申
」
を
行
い
、
郡
制
の
施
行
日
を
明

治
二
十
四
年
一
月
一
日
に
設
定
し
た
。
こ
の
答
申
の
後
も
当
時
の
政
治

情
勢
が
緊
迫
し
た
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
反
対
運
動
は
続
け
ら
れ
、

十
一
月
十
三
日
付
「
郡
制
施
行
期
日
及
郡
ノ
分
合
ニ
付
帯
同
」
の
中
で

反
対
論
願
の
事
実
を
報
告
し
、
郡
分
合
を
凍
結
し
て
現
行
維
持
の
ま
ま

郡
制
施
行
す
る
こ
と
を
具
申
し
た
。

さ
ら
に
、
県
は
明
治
二
十
四
年
一
月
一
日
の
施
行
に
向
け
て
郡
制
第

雄勝郡会議員配当表

町 キす 人口 議員数 町 キす 人口 議員数

7.035 
2 3,515 

1.931 横堀

幡野村、 l.559 1,717 
2 

弁天村 1,688 2 院内 4,726 

岩崎町 1.602 山田村 3，部l 1 

東成瀬村 3.538 1 三 輪 村 2,620 

西成瀬村 2.355 西馬内音村 2.的l 1 

駒形村 2,702 1.臼7

川連村 2,597 1,501 

2,139 明治村 2,302 
1 

1.739 1,983 
1 

皆瀬 村 2,686 1 仙道村 1,417 

須川村 2,274 計 61斜520 

五
条
の
規
定
に
よ
る
郡
会
議
員
配
当
法
に
つ
い
て
九
月
十
七
日
付
で
九

｛

nH 

郡
長
宛
に
諮
問
を
行
っ
た
。
二
十
二
日
付
雄
勝
郡
長
か
ら
の
雄
勝
郡
議

員
配
当
調
に
よ
る
と
一
七
選
挙
区
中
、
合
区
は
七
区
で
人
口
三

O
八
二

人
に
議
員
一
人
の
割
当
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
郡
制
実
施
に
向
け
て
の
準
備
は
着
々
と
進
め
ら
れ
あ
と
は

施
行
を
待
つ
の
み
と
な
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
も
う
一
つ
大
き
な
壁
が
存

在
し
た
。
郡
制
第
一
条
の
規
定
に
よ
っ
て
「
郡
ノ
廃
置
分
合
及
郡
界
ノ

変
更
ハ
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
」
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
十
一

月
十
八
日
に
政
府
提
出
法
案
と
し
て
郡
分
合
ニ
関
ス
ル
法
律
案
が
衆
議

院
に
提
出
さ
れ
た
。
十
二
月
二
十
三
日
に
は
衆
議
院
本
会
議
で
第
一
読

会
が
開
か
れ
、
政
府
委
員
白
根
専
一
に
よ
る
主
旨
説
明
が
行
わ
れ
、
特

別
委
員
会
（
委
員
長
天
野
三
郎
）
で
の
審
議
が
始
ま
っ
た
。
翌
二
十
四

年
三
月
六
日
に
第
一
読
会
の
続
会
が
関
か
れ
た
が
、
分
合
反
対
派
が
多

数
を
占
め
た
た
め
第
二
読
会
が
聞
け
ず
そ
の
ま
ま
法
案
は
否
決
さ
れ
、

An｝
 

郡
制
の
早
期
施
行
は
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
政
府
は
こ

こ
で
全
国
一
斉
施
行
の
方
針
を
見
直
し
、
準
備
の
整
っ
た
府
県
か
ら
順

次
施
行
す
る
こ
と
に
変
更
し
た
。
そ
の
結
果
、
二
十
八
日
に
内
務
大
臣

か
ら
秋
田
県
知
事
宛
に
次
の
訓
令
が
出
さ
れ
的
。

訓
第
二
五
六
号

明
治
二
十
四
年
四
月
一
日
ヨ
リ
其
県
下
ニ
郡
制
ヲ
施
行
ス
。
右
管

内
ヘ
告
示
セ
ラ
ル
ヘ
シ
。
但
郡
ノ
区
数
ハ
総
テ
従
前
ノ
通
。

明
治
二
十
四
年
三
月
二
十
八
日
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内
務
大
臣

秋
田
県
知
事
宛

（
朱
書
）
右
ハ
至
急
官
報
ニ
テ
電
信
ニ
依
リ
訓
令
セ
ラ
レ
タ
ル
モ

ノ
ナ
リ
。
其
本
庁
ニ
到
達
シ
タ
ル
ハ
全
日
午
後
四
時
十
五
分
過
ト

ス。本
書
原
本
ハ
知
事
官
房
ニ
保
管
ス
。

こ
れ
を
受
け
て
県
は
翌
二
十
九
日
付
で
郡
会
議
員
配
当
法
に
つ
い
て

A

お｝

九
郡
長
宛
に
再
度
諮
問
を
行
っ
た
。
四
月
一
日
付
で
雄
勝
郡
長
か
ら
は

甲
号
と
乙
号
の
二
案
が
答
申
さ
れ
た
が
、
県
は
選
挙
区
の
人
口
配
分
を

考
慮
し
て
甲
号
適
用
を
決
定
し
た
。
こ
の
配
当
表
に
よ
れ
ば
一
七
選
挙

区
中
、
合
区
は
七
区
で
人
口
＝
二
二
三
人
に
議
員
一
名
の
割
当
と
な
っ

て
い
る
。
前
年
九
月
の
答
申
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
点
は
三
関
村
と

の
合
区
が
湯
沢
町
か
ら
須
川
村
へ
組
み
替
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
一

方
の
単
独
選
挙
区
と
な
っ
た
湯
沢
町
か
ら
は
議
員
二
名
が
選
出
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

A
岨

mv

三
月
三
十
日
に
は
郡
制
施
行
が
告
示
さ
れ
、
さ
ら
に
翌
三
十
一
日
に

は
九
郡
役
所
に
対
し
て
郡
制
施
行
順
序
が
訓
令
と
し
て
出
さ
れ
た
。
こ

の
よ
う
に
秋
田
県
で
は
郡
制
の
施
行
に
当
た
っ
て
大
き
な
混
乱
を
生
ず

（お｝

る
こ
と
も
な
く
円
滑
に
推
し
進
め
ら
れ
、
秋
田
県
を
含
む
九
県
で
同
日

施
行
と
な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
郡
分
合
が
容
易
に
進
ま
な
か
っ
た
岡
山

県
で
は
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
九
年
後
の
一
九

O
O
（
明
治
三
十
三
）
年
四

月
一
日
に
な
っ
て
よ
う
や
く
施
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

雄勝郡会議員毘当表（甲号）

町 キす 人口 議員数 町 村 人口 議員数

湯沢町 7.147 2 
3,613 1 

幡野村、 1罰も 横堀村

弁天村 1.71偲 2 1.746 
2 

岩崎町 1..583 院内村 4.824 

東成瀬村 3.529 山田村 3,596 

西成瀬村 2.379 1 三輪村 2.日l

駒形村 2.732 1 西馬内音村 2.977 

川連村 2.623 1 1.回3
1 

2.157 新成 1.521 

稲庭 l，苅2 明 治 村 2.308 1 

皆瀬村 2.7お 1 2.似

1.9伺 仙道村 1.452 
1 

須川 ぉω 言「 62,450 20 
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雄勝郡会議員配当表（乙号）

町 村 人口 議員数 町 村 人口 議員数

揚沢D7.147 
3 3,613 1 

三閑 1.弼6 横堀村

幡野村、 1.訂6 同「 1.746 
2 

弁天村 1,708 2 院内村 4,824 

岩崎町J l，日3 山田村 3,596 

東成瀬村 3，臼9 1 三輪村 2，邸l 1 

西成瀬村 2，訂9 1 西馬内音村 2.貯7 1 

2.732 1.団3
1 

川三越梨
2,623 2 新成村 1.521 

2.157 明 治村 2，羽8 1 

1.762 2,004 
1 

皆瀬 2.725 仙道村 1.452 

須川村 2,31伺 I 計 62,450 20 
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第
一
回
雄
勝
郡
会
議
員
選
挙

郡
会
議
員
は
名
誉
職
と
さ
れ
、
郡
制
第
六
条
「
一
町
村
ニ
於
テ
一
名

以
上
ノ
議
員
ヲ
選
挙
ス
ル
ハ
其
町
村
会
之
ヲ
行
ヒ
、
数
町
村
ニ
於
テ
一

名
若
ハ
一
名
以
上
ノ
議
員
ヲ
選
挙
ス
ル
ハ
其
各
町
村
会
会
同
シ
テ
之
ヲ

行
フ
ヘ
シ
」
の
規
定
に
基
づ
く
一
町
村
会
ま
た
は
数
町
村
会
同
選
出
議

員
（
複
選
制
）
と
第
八
条
「
大
地
主
ハ
町
村
ニ
於
テ
選
挙
ス
ヘ
キ
議
員

定
数
ノ
外
其
定
数
ノ
一
一
一
分
ノ
一
ヲ
互
選
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
の
規
定
に
基

づ
く
地
価
一
万
円
以
上
を
納
入
す
る
大
地
主
議
員
（
互
選
）
の
二
種
で

構
成
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
選
挙
資
格
も
異
な
り
、
町
村
会
選
出
議
員
は

（

mv 

町
村
の
公
民
権
を
有
す
る
者
、
す
な
わ
ち
直
接
国
税
二
円
以
上
を
納
入

す
る
満
二
五
歳
以
上
の
男
子
に
、
大
地
主
議
員
は
公
民
権
を
有
す
る
満

二
O
歳
以
上
の
男
子
に
付
与
さ
れ
た
。
議
員
の
任
期
は
町
村
会
選
出
議

員
は
六
年
（
三
年
毎
に
半
数
改
選
）
、
大
地
主
議
員
は
三
年
で
あ
っ
た
。

郡
制
施
行
順
序
の
規
定
に
従
っ
て
秋
田
県
下
九
郡
に
お
い
て
、
町
村

会
選
出
議
員
選
挙
は
五
月
二
日
、
大
地
主
議
員
互
選
会
は
三
日
後
の
五

円却
V

日
に
そ
れ
ぞ
れ
実
施
さ
れ
た
。
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
『
事
務
簿
』
（
雄

勝
郡
役
所
文
書
）
に
は
郡
制
第
十
五
条
規
定
の
大
地
主
互
選
人
名
簿
が

所
収
さ
れ
て
い
る
。
雄
勝
郡
で
は
郡
制
施
行
取
調
事
務
委
員
会
が
明
治

二
十
三
年
に
調
査
し
た
地
価
一
万
円
以
上
の
土
地
所
有
者
一
一
人
の
う

ち
大
地
主
互
選
人
の
該
当
者
は
九
人
だ
っ
た
。
明
治
二
十
四
年
の
雄
勝

郡
の
平
均
地
価
は
一
九
円
九
六
鋭
で
、
地
価
総
額
か
ら
第
一
位
の
小
川

雄勝郡大地主互選人名簿

順位 互選人 町 村－ 身分 職業 地価総額 年齢

I 小川長右衛門 湯 沢 町 平民 農業 36.850円42銭8鹿 57 

2 柴田 与之助 西馬音内村 平民 農業 35,883円66銭 1座 53 

3 柴田義助 商馬音内村 平民 農業 23,298円I4銭2座 49 

4 藤木安太郎 湯沢町 平民 農業 18,799円97銭3座 40 

5 奥山六右衛門 湯沢町 平民 農業 13.170円75銭5麗 54 

6 斎藤周治 院 内 村 平民 農業 13,092円95銭9座 22 

7 山脇鹿助 湯沢町 平民 農業 12.384円79銭5厘 47 

8 飯塚忠助 西馬音内村 平民 農業 1 2. 1 3 I円75銭 1厘 51 

9 大日向作太郎 明治村 平民 農業 12,021円9l銭9厘 31 

10 高久多兵衛 湯沢町 平民 商業 12.014円43銭 5厘 18 

※高久多兵衛は年齢20歳未満のため選挙権を有さなかった（郡制第 11条該当）。
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明治24年雄勝郡会議員選挙当選者

．町村会選出議員選挙＝明治24年（1891) 5月2日（土）

選挙区 議 員 居住地 身分 職業 生年月 日 年齢

湯 沢 町 石井 信 湯沢町 士族 無職 文久元年 (1861)11月16日 29 
湯 沢 町 芳賀織右衛門 湯沢町 士族 無職 弘化4年（1847) 4月26日 44 

石中 村川 為隣 徳治 岩弁天崎村町 士平民族 無農業職 安嘉政永: 年年 u~~i~ i 月月 t~ 日日幡野村 32 

岩崎町
40 

東成瀬村 沓沢弥太郎 駒形村 平民 農業 文久元年 (1861)12月15日 29 
西成瀬村 志賀茂 助 西成額村 士族 無職 嘉永5年（1852) 1月20日 39 

駒 形 村 茂木豊 治 駒形村 平民 農業 万延元年（1860) 3月29日 31 

Ill 連 キす 高橋利兵衛 川連村 平民 農業 天保9年 (1838) 7月19日 52 

稲三 庭梨 村材、ノ東海林武治 三梨村 平民 農業 元治元年 (1864) 2月 2日 27 

皆 瀬 キす 沓沢徳太郎 駒形村 平民 良業 嘉永2年 (1849) 1月 1日 42 

佐藤永太郎 三関村 平民 農業 天保14年（1843)12月25日 47 

須川村 藤坂敬 治 須川村 平民 農業 嘉永3年 (1850) 1月 3日 41 

小野村）
横掘村

高橋理造 小野村 平民 農業 嘉永2年 (1849) 2月19日 42 

高橋 弥一郎 院内村 士族 無職 安政元年 (1854) 3月 5日 37 
院内村 山崎小弥太 院内村 士族 無職 天保13年 (1842)11月30日 48 

IJJ 田 キす 武石忠一郎 山田村 平民 農業 安政5年 (I部8)11月15日 32 

一 輪 村 藤野貞 助 三輪村 平民 農業 安政6年（1859)12月 7日 31 

西馬音内村 飯塚 弥惣治 西馬音内村 平民 農業 嘉永5年（1852) 2月24日 39 

元西馬音内村）
新成村

後藤 兵太郎 新成村 平民 農業 万延元年 (1860)12月13日 30 

明 治 村 藤原正 治 明治村 平民 農業 不 明

仙道村
長谷山荘助 団代村 平民 農業 安政3年 (1856)12月12日 34 

※明治村では当初大日向作太郎が当選したものの、大地主互選議員に選出されたため、 5月
9日に再選挙を行い藤原正拾が当選した。
三関村須川村選出佐藤永太郎は郡制違反により 5月13日に当選無効となり、 20日に再選
挙を行い藤坂敬治が当選した。

．大地主議員互選会：明治24年 (1891) 5月5日（火）

議 員 町 村 身分 職業 得票 生年月 日 年齢

斎藤周治 院内村 平民 農業 9 明治元年（1868)11月27日 22 

小川長右衛門 湯沢町 平民 農業 8 天保5年（1834) 1月29日 57 

藤木安太郎 湯沢 町 平民 農業 8 高永3年（1850)10月24日 40 

柴田与之助 西馬音内村 平民 農業 8 天保9年（1838)4月24日 53 

柴 田義助 西馬音内村 平民 農業 8 天保12年 (1841)6月21日 49 

大日向作太郎 明治村 平民 農業 5 万延元年.(1860) 1月1日 31 

※次点（飯塚忠助3票、山脇鹿助3葉、奥山六右衛門2票）。
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長
右
衛
門
は
一
八
四
町
歩
余
、
第
九
位
の
大
日
向
作
太
郎
は
六
O
町
歩

の
土
地
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
九
人
に
よ
っ
て
互
選
会

は
行
わ
れ
た
が
、
当
選
者
六
人
の
内
訳
は
全
員
が
平
民
・
農
業
で
平
均

年
齢
は
四
二
・

O
O歳
で
あ
っ
た
。

選
挙
戦
に
つ
い
て
は
新
聞
報
道
等
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
そ
の
実
態

を
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
県
が
内
務
大
臣
宛
に
行
っ
た
報

告
に
よ
れ
ば
「
議
員
ノ
当
選
ヲ
希
望
ス
ル
モ
ノ
頗
ル
多
夕
、
其
競
争
モ

甚
ダ
、
汎
」
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
白
ま
た
全
県
的
傾
向
と
し
て
大
地
主
議

員
に
は
公
共
事
務
の
未
経
験
者
も
い
る
が
概
ね
名
望
あ
る
篤
実
家
が
当

選
し
、
町
村
会
選
出
議
員
も
ま
た
相
当
の
資
産
を
有
す
る
実
業
家
や
町

村
吏
員
等
が
そ
の
半
数
を
占
め
、
「
無
資
力
ニ
シ
テ
政
治
熱
ニ
狂
奔
ス

《
明
岨
）

ル
ガ
如
輩
太
ダ
少
数
」
で
あ
っ
た
。

五
月
十
六
日
・
十
九
日
・
二
十
一
日
の
『
秋
田
県
報
』
に
は
九
郡
で

当
選
し
た
町
村
会
選
出
議
員
及
び
大
地
主
互
選
議
員
の
名
簿
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
秋
田
県
会
議
員
（
定
数
回
一
人
）
と
郡
会

｛

M
V
 

議
員
の
兼
任
者
は
一
七
人
に
上
っ
て
お
り
、
雄
勝
郡
で
は
石
井
信
、
武

石
忠
一
郎
、
後
藤
兵
太
郎
、
茂
木
豊
治
の
四
人
が
そ
の
該
当
者
と
な
っ

た。
こ
う
し
て
第
一
回
雄
勝
郡
会
議
員
選
挙
は
無
事
に
終
了
す
る
の
か
と

思
わ
れ
た
が
、
突
如
と
し
て
選
挙
効
力
を
め
ぐ
る
問
題
が
発
生
し
た
。

五
月
二
日
に
実
施
さ
れ
た
三
関
村
須
川
村
会
同
選
出
議
員
選
挙
に
お
い

て
、
選
挙
掛
長
渋
谷
新
六
（
須
川
村
長
）
が
佐
藤
永
太
郎
（
三
関
村
、

四
七
歳
）
と
藤
坂
敬
治
（
須
川
村
、
四
一
歳
）
の
得
票
数
が
同
数
だ
っ

【お
v

た
こ
と
か
ら
法
を
誤
解
釈
し
て
佐
藤
永
太
郎
を
年
長
当
選
者
に
決
定
し

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
十
日
後
の
十
二
日
に
な
っ
て
こ
の
結
果
を
不

服
と
し
た
須
川
村
会
議
員
小
野
久
太
か
ら
雄
勝
郡
長
高
城
守
久
宛
に
次

｛お
v

の
訴
願
が
提
出
さ
れ
た
。

郡
会
議
員
選
挙
方
ニ
付
訴
願

明
治
二
十
四
年
五
月
二
日
三
関
村
須
川
村
会
同
シ
郡
会
議
員
選
挙

致
候
処
、
藤
坂
敬
治
ト
佐
藤
永
太
郎
ト
八
点
宛
之
同
数
ノ
得
点
ナ

ル
ニ
、
選
挙
掛
長
渋
谷
新
六
ニ
ヲ
イ
テ
年
齢
ノ
長
幼
ヲ
調
査
シ
、

佐
藤
永
太
郎
年
長
ナ
ル
ヲ
以
テ
当
選
之
旨
宣
告
ニ
為
シ
タ
ル
モ
、

明
治
二
十
三
年
法
律
第
三
十
六
号
郡
制
第
十
七
条
ニ
依
ラ
ス
甚
タ

不
正
不
当
之
選
挙
ト
被
考
候
条
、
郡
制
第
十
七
条
ニ
抵
触
セ
サ
ル

様
選
挙
相
成
度
、
此
段
訴
願
仕
候
也
。

雄
勝
郡
須
川
村
々
会
議
員

明

治

二

十

四

年

五

月

十

二

日

小

野

久

太

図

秋
田
県
雄
勝
郡
長
高
城
守
久
殿

事
態
の
悪
化
を
懸
念
し
た
雄
勝
郡
長
は
直
ち
に
秋
田
県
参
事
官
青
木

定
謙
に
対
し
て
こ
の
訴
願
の
取
扱
に
つ
い
て
の
指
示
を
仰
ぎ
、
翌
十
三

【
幻
》

日
に
選
挙
無
効
の
裁
決
を
下
し
た
。
訴
願
の
提
出
か
ら
わ
ず
か
二
日
で

の
ス
ピ
ー
ド
解
決
に
至
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
事
態
は
郡
お
よ
び

町
村
に
お
い
て
選
挙
に
関
す
る
法
規
の
徹
底
周
知
が
図
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
知
実
に
示
す
結
果
と
な
っ
た
。
一
方
、
選
挙
掛
長
渋
谷
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新
六
が
雄
勝
郡
長
宛
に
答
弁
書
を
提
出
し
た
の
は
そ
れ
か
ら
二
日
後
の

《
帽
拍
》

こ
と
だ
っ
た
。

答
弁
書

本
月
二
日
三
関
村
須
川
村
ニ
会
々
同
シ
テ
行
ヒ
タ
ル
郡
会
議
員
選

挙
ノ
効
力
ニ
関
ス
ル
須
川
村
々
会
議
員
小
野
久
太
ヨ
リ
訴
願
提
出

ニ
付
、
該
顛
末
詳
細
答
弁
書
可
差
出
旨
訴
願
書
及
裁
決
書
ヲ
添
ヘ

ラ
レ
御
照
会
相
成
、
該
会
顛
末
ノ
理
由
ハ
別
段
己
意
ニ
出
タ
ル
モ

ノ
ニ
無
之
候
得
共
、
本
月
八
日
御
街
ヘ
出
頭
選
挙
録
写
ヲ
添
議
了

ノ
結
果
報
告
致
候
通
、
藤
坂
敬
治
ト
佐
藤
永
太
郎
各
八
票
宛
ノ
得

点
ナ
ル
ニ
双
方
ト
モ
過
半
数
ニ
至
ラ
ス
、
郡
制
第
十
七
条
二
項
ニ

依
リ
町
村
制
第
四
十
六
条
ノ
規
定
ニ
従
ヒ
該
二
名
ニ
就
キ
投
票
セ

シ
ム
ヘ
キ
処
、
誤
テ
右
条
項
ニ
依
ラ
ス
郡
制
第
十
八
条
第
六
ニ
照

ラ
シ
、
年
長
者
佐
藤
永
太
郎
ヲ
以
テ
当
選
人
ト
決
定
シ
宣
告
ヲ
為

シ
タ
ル
ハ
全
ク
法
律
ヲ
混
読
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
有
之
、
過
誤
失
策
今

更
恐
縮
候
得
共
、
右
顛
末
ノ
答
弁
詳
細
上
申
仕
候
也
。

雄
勝
郡
須
川
村
長

明

治

二

十

四

年

五

月

十

五

日

渋

谷

新

六

回

秋
田
県
雄
勝
郡
長
高
城
守
久
殿

こ
こ
に
お
い
て
法
を
誤
解
釈
し
た
事
実
を
公
に
認
め
た
も
の
の
、
す

で
に
選
挙
会
の
無
効
が
決
定
し
て
お
り
答
弁
と
い
う
よ
り
は
単
な
る
弁

明
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
三
関
村
須
川
村
会
同
選
出
議
員

選
挙
は
五
月
二
十
日
に
再
度
実
施
さ
れ
、
先
に
次
点
と
な
っ
た
藤
坂
敬

治
が
当
選
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
雄
勝
郡
で
は
選
挙
後
初
の
臨

時
郡
会
の
開
会
が
他
郡
よ
り
も
十
目
前
後
遅
れ
て
二
十
七
日
に
開
会
し

｛

mv 
た。

四
郡
決
算
に
見
る
事
業
展
開

郡
制
第
二
十
九
条
で
は
郡
会
で
議
決
す
べ
き
事
件
と
し
て
次
の
六
つ

を
規
定
し
て
い
る
。
①
歳
入
出
予
算
を
決
定
す
る
こ
と
。
②
決
算
報
告

を
認
定
す
る
こ
と
。
③
郡
有
不
動
産
の
売
買
な
ど
に
関
す
る
こ
と
。
④

歳
入
出
予
算
で
定
め
る
も
の
以
外
の
義
務
の
負
担
や
権
利
の
放
棄
に
関

す
る
こ
と
。
⑤
郡
有
財
産
の
管
理
と
営
造
物
の
維
持
方
法
を
決
定
す
る

こ
と
。
⑥
そ
の
他
法
律
や
命
令
で
郡
会
の
権
限
に
属
す
事
項
を
議
決
す

7
Q
F
」
》
』
口

郡
に
は
課
税
権
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
め
歳
入
の
大
部
分
は
各

町
村
に
お
け
る
前
年
度
の
直
接
国
税
お
よ
び
府
県
税
の
徴
収
額
の
割
合

に
応
じ
た
町
村
分
賦
金
と
府
県
か
ら
の
補
助
金
に
頼
る
と
い
う
非
常
に

硬
直
し
た
も
の
だ
っ
的
。
厳
し
い
財
政
運
営
の
中
で
郡
で
は
ど
の
よ
う

な
事
業
が
展
開
さ
れ
た
の
あ
ろ
う
か
。
主
と
し
て
郡
制
の
改
正
以
降
、

す
な
わ
ち
明
治
三
十
二
（
一
八
九
九
）
年
か
ら
大
正
十
二
（
一
九
二
三
）

年
の
廃
止
に
至
る
ま
で
の
事
業
展
開
に
つ
い
て
は
中
島
清
氏
や
安
藤
充

輝
時
に
よ
っ
て
肯
定
的
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
の
状

況
に
つ
い
て
は
各
府
県
に
よ
っ
て
郡
制
施
行
の
時
期
が
異
な
っ
た
こ
と

と
史
料
的
制
約
の
た
め
ほ
と
ん
と
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
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秋田県雄勝郡歳入歳出決算

［歳入部］

科 目 明治25lf.

経常部 財産収入

雑 収 入 。
各町村分賦額 2.584.208 
ー・・ーーーー・・・・・・・・・・・

湯沢町 183.067 

幡野村 114.432 

弁天村 113.052 

岩崎町 85.166 

＊成瀬村 78.泊。
西成瀬村 ω．弱。
鶴形村 148.799 

川連村 73.625 

三梨村 106.郎3

稲 庭 村 62227 

皆瀬村 70.982 

三関村 90.752 

須川村 80.臼9

小 野 村 106.755 

横堀村 38.回7

秋ノ宮村 。
院内村 74.詔5

山田村 262.781 

三輪村 195.349 

西馬音内村 156.911 

元商馬音内村 81，臼9

新 成 村 131.701 

明治村 110.4蛤

団代村 91必2

f1IJ 道 村 57.部l

1コ... 百十 2.584.208 

臨時部 繰 越 金 1.115265 

県奨励費 ー

夫役現品増課見積金 ー

県補助金 ー

ぷ口恥 百十 l,ll5.泊5
総 言十 3.699.473 

明治26年 明治訂年 明治28年 明治29年

ー ー

0.仰 。 。 。
1.340必7 2.834.345 2.562.396 3.132.869 

98.090 209.155 184.884 275.772 

印.589 127.517 108.624 153.950 

59.7招 125.702 lαi.975 152.620 

45.訂3 95.印2 81β74 117.607 

41.389 87.157 75.516 107.991 

36.703 77.306 65.8例 88.路3

78.483 165.303 140.982 印刷

指.758 50.側 70.193 100.792 

56.023 117.992 101.129 143.709 

32.田l 69.097 59.903 部.261

37.4お 布.802 67.082 97.095 

48.405 101.851 87.H陥 122.834 

42.720 90.084 76.946 54.768 

24.156 110.側 101.731 却，側

21.381 お.998 43.仰 。
。 。 48.7却 30.側

43.659 94.596 103.025 128.376 

138.948 2担.410 251.913 276.148 

103.137 217.181 185.788 264.部l

83.174 175.お6 152.689 217.065 

43.107 鈎．花6 77.520 80.卿

69.日l 146.431 124.841 176.092 

間.260 122.7却 105.004 142.843 

48.251 101.597 86.951 70.側

ぬ326 63.総3 54.291 77.4回

l.340.総7 2.834.345 2,562.396 3.132.869 

168,71閃 222.922 140.614 86.176 

ー 521.ll4 717.9却 676.397 

ー ー ー 618.450 

ー ー - 2,032.595 

168.703 744.036 お8.544 3,413.618 

1,問5卯 泊施.381 3.4却.940 6,546.487 

前年比 ー－ 2,189.883 2,068.791 -157.441 3,125.547 

- 49一

明治30年 明治31年 明治32年

ー 16.667 34‘おO

初4.176 697.923 482.臼9

3,591.152 3,503.547 3,094.882 

却4.427 314254 四18.413

160.370 150.597 138.030 

159.側 141.894 136.223 

123.340 日32却 109.401 

123.却7 103.516 99.175 

93.似8 邸.177 79.609 

201.613 183.却6 177.597 

3.083 98.195 。
151.128 138.298 131.8叩

91.4甜 85.134 80249 

103.390 91.卯O 91.039 

130213 120.905 118.却l

81.306 36.879 。
1022日 136.236 95.3例

“.027 71創7 61.371 

40.側 35.側 。
2日脚 219.868 157.お6

370.628 332.524 319.171 

275.侃O 246.424 2お.405

229.343 214.174 203.115 

109.841 98.031 93.848 

183.413 163.862 157256 

14弘前O 135.413 130.船4

6.690 114斜4 110.192 

81.084 74.061 71.323 

4,395.3却 4.218.137 3訓Z沼l

2.221.599 192.501 部2.940

647.623 291.113 3民側

1,026.549 部3.442 l.273.444 

ー ー ー

3,895.771 l，お7.出6 2,462.話4
8,291.0卯 5,5日.193 6,074.765 

1.744.612 -2.7話．蜘 519.572 
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【議出部】

字十 目 明治部年 明治部年 明治訂年 明拾却年 明治却年 明治30ff!明治31年 明拍32年

経常部 会 議 費 日.7.497 4ll.i47 制1212 451.652 お3.7印 制1.847 340.59i 621.256 

郡吏貝費 430.臼4 643.150 加5.140 側斜2 必4.540 528.310 4i2.075 臼3鵬

教 育 費 ー ー ー 86.側 139.瓜陶 599.494 7632お

勧 業 費 so.1ro l位鰯 100.側 1.7”1π 2.238.807 Z制活6 蜘．側 印刷

財 産 費 54.布2 総:m 66.蜘 回.147 91.097 gij.580 84.069 お.7茄

基本貯蓄積金 ー ー ー 『 340J側 340J棚

雑 支 出 ー ー ー ー 11.800 ー

租税負担 0.583 0.583 1.187 l.186 l.186 l.186 l.186 
1.5“ 

郡会議員選挙費 ー ー ー ー ー 30.180 

予 備 費 43.242 35.461 249J似 61.695 19.お7 。24.71日 日．側

ぷ口』 計 l.脱却 1,316.6η 97おお 3.003.704 3.225.湖 3.5係諸9 2.8却1221 3,015.681 

臨時部 建 築 費 2.393.206 却，245 Z田5.6：剖 331脚 273.174 ー ー ー

土 木 費 l臥153 。 。 。27280 49J制 初日43 204.400 

土木費本年度支出額 ー ー ー ー 180.似 1,421.171 1.689.御 2.町＇9.π5

土木質蛾縮脇見積金 ー ー 由 ー 618.450 l.026.549 ー ー

教 育 費 『 ー ー 0 2!臨 .595 ー ー

ぷロ』 計 2,497.359 却1245 2,585.624 331.060 1.側別 4.5ll.309 1.8910沼 2.284.l布

総 百十 3.581.615 1,345.917 お59.159 お34.764 4.324.888 a棚日198 4.722.2司 5299鍋

前年度比 ー－ 2235鵬 2.213242 -224.395 蜘.l24 3.η1710 -3,376.345 577.003 

※経常部の合計は予備費を除いたものとなっている。

は
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
「
郡
会
議
事
総
」
（
明
治
二
十
六
年

臨
時
郡
会
l
明
治
三
十
二
年
通
常
郡
会
）
お
よ
び
決
算
書
（
明

治
二
十
五

1
三
十
二
年
）
か
ら
雄
勝
郡
に
お
け
る
事
業
展
開
、

取
り
分
け
勧
業
事
業
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

ま
ず
雄
勝
郡
の
歳
入
と
歳
出
の
特
徴
に
つ
い
て
少
し
述
べ

て
お
く
。
歳
入
総
計
に
占
め
る
町
村
分
賦
金
の
割
合
は
明
治

二
十
八
（
一
八
九
五
）
年
ま
で
は
七

O
か
ら
八

O
パ
ー
セ
ン
ト

台
を
維
持
し
て
い
た
が
そ
れ
以
降
は
低
く
な
っ
て
お
り
、
特
に

明
治
三
十
年
は
陸
羽
地
総
（
明
治
二
十
九
年
八
月
三
十
一
日
）

の
影
響
も
あ
っ
て
四
三
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
る
。

そ
の
一
方
で
明
治
二
十
九
年
以
降
は
土
木
関
係
費
の
町
村
分

担
金
で
あ
る
夫
役
現
品
増
課
見
積
金
の
割
合
が
上
昇
し
、
明

治
三
十
二
年
に
は
歳
入
総
計
の
二
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
歳
入
は
そ
の
大
部
分
を
郡
内
の
各
町
村

に
依
存
し
て
い
た
た
め
か
な
り
硬
直
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
が
、
町
村
分
賦
金
の
雄
勝
郡
全
体
の
完
納

率
は
明
治
二
十
九
年
を
除
い
て
九
割
台
を
維
持
し
て
お
り
（
明

治
二
十
八
年
は
一

O
O
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
各
町
村
が
郡
事
業
の

展
開
に
積
極
的
姿
勢
で
臨
も
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か

と
な
話
。
そ
の
他
の
歳
入
と
し
て
は
蚕
糸
業
や
小
学
校
本
科
准

教
員
乙
種
検
定
準
備
場
に
対
す
る
県
奨
励
金
（
明
治
二
十
七

1

三
十
二
年
）
、
震
災
復
興
の
た
め
の
県
補
助
金
（
稲
庭
尋
常
小
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学
校
震
災
被
害
復
旧
工
事
補
助
金
、
明
治
二
十
九
年
）
、
製
糸
伝
習
所

廃
止
後
の
財
産
収
入
（
布
地
貸
下
料
、
明
治
三
十
了
三
十
二
年
）
お

よ
び
雑
収
入
（
物
品
売
払
代
な
ど
、
明
治
三
十
i
三
十
二
年
）
な
ど
が

あ
る
。ま

た
歳
出
の
特
徴
と
し
て
郡
制
実
施
直
後
（
明
治
二
十
四
・
二
十
五

年
）
に
お
い
て
は
郡
会
議
事
堂
建
築
費
が
ト
ッ
プ
を
占
め
て
い
た
が
、

そ
の
後
は
製
糸
伝
習
所
建
築
費
を
含
む
勧
業
費
、
明
治
二
十
九
年
以
降

は
橋
梁
架
設
や
道
路
測
量
・
改
修
と
い
っ
た
土
木
関
係
費
に
そ
の
座
が

移
っ
た
。

郡
で
事
業
を
展
開
す
る
に
は
郡
会
（
時
に
は
郡
参
事
会
）
で
の
審
議

お
よ
び
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
決
し
て
そ
れ
は
郡
会
議
員

の
数
の
力
に
よ
っ
て
の
み
動
か
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
郡

会
議
長
と
郡
参
事
会
議
長
を
兼
務
し
て
い
た
郡
長
の
姿
も
見
え
隠
れ
す

る
。
郡
制
実
施
以
降
、
雄
勝
郡
で
は
郡
長
は
三
国
交
代
し
て
い
る
料
、

特
に
勧
業
事
業
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
そ
の
存
在
が
微
妙
な
影
響
を
与

え
て
い
る
。

雄
勝
郡
は
元
々
養
蚕
業
の
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
が
、
郡
事
業
と
し

て
勧
業
事
業
を
行
う
大
き
な
き
っ
か
け
を
与
え
た
の
は
三
又
村
出
身
の

茂
木
亀
六
だ
っ
た
。
茂
木
は
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
に
農
林
省
秋

田
県
養
蚕
巡
回
教
師
に
任
命
さ
れ
、
県
下
六
郡
（
南
秋
田
郡
・
河
辺
郡
・

由
利
郡
・
山
本
郡
・
北
秋
田
郡
・
鹿
角
郡
）
を
巡
回
し
て
養
蚕
業
の
指

導
に
当
た
っ
た
。
翌
二
十
年
四
月
、
県
は
さ
ら
な
る
技
術
習
得
を
目
指

し
て
九
郡
か
ら
募
集
し
た
養
蚕
伝
習
生
五

O
人
を
県
費
で
福
島
県
掛
団

地
方
（
現
福
島
県
伊
達
市
）
に
派
遣
し
的
。
時
を
同
じ
く
し
て
同
年
五
月
、

茂
木
は
郡
長
小
田
島
由
義
と
と
も
に
県
外
に
養
蚕
を
視
察
し
、
帰
郷
後

二
人
は
中
村
孟
尚
と
協
議
し
、
芳
賀
織
右
衛
門
・
藤
木
安
太
郎
等
に
呼

び
か
け
て
、
二
年
後
の
明
治
二
十
二
年
に
座
繰
製
糸
の
改
良
お
よ
び
蚕

繭
製
糸
増
産
を
目
的
と
し
て
湯
沢
町
根
小
屋
町
（
現
湯
沢
市
根
小
屋

町
）
に
雄
勝
郡
立
養
蚕
伝
習
所
を
開
設
し
た
。
そ
の
後
、
明
治
二
十
五

年
十
二
月
に
は
雄
勝
郡
選
出
の
県
会
議
員
茂
木
豊
治
・
高
橋
弥
一
郎
等

に
よ
っ
て
県
会
に
養
蚕
伝
習
所
増
設
案
が
提
出
さ
れ
た
が
、
賛
成
者
少

数
の
た
め
否
決
さ
れ
た
。
し
か
し
、
平
山
靖
彦
知
事
は
養
蚕
振
興
策
と

｛
印
｝

し
て
既
設
の
伝
習
所
に
対
し
県
費
補
助
の
交
付
を
決
定
し
た
。

間
も
な
く
雄
勝
郡
に
お
い
て
は
郡
長
高
城
守
久
の
主
導
で
養
蚕
伝
習

所
を
水
の
便
が
悪
い
根
小
屋
町
か
ら
金
池
町
（
現
湯
沢
市
金
池
町
）
に

移
転
す
る
計
画
が
策
定
さ
れ
、
こ
れ
を
継
承
し
た
郡
長
畑
千
代
記
が

翌
二
十
六
年
五
月
開
会
の
臨
時
郡
会
に
移
転
建
設
費
用
を
含
む
明
治

二
十
六
年
度
秋
田
県
雄
勝
郡
歳
入
歳
出
追
加
予
算
書
を
提
出
し
た
。
そ

の
内
容
は
建
設
費
の
総
額
を
八
五

O
O円
（
県
補
助
と
郡
費
で
等
分
）

と
し
、
三
ヶ
年
計
画
で
完
成
さ
せ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
冒
頭
か
ら

「
八
千
余
円
ノ
大
金
ヲ
以
テ
一
ノ
伝
習
所
ヲ
建
ル
所
以
ノ
モ
ノ
其
ノ
組

織
甚
ダ
過
大
ニ
失
シ
此
場
合
議
ス
ル
ノ
必
要
ヲ
見
出
サ
ズ
」
と
い
う
直

ち
に
廃
案
と
す
べ
き
意
見
も
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
判
断
は
委
員
会
で
の

審
議
に
委
ね
ら
れ
た
。
結
果
は
莫
大
な
県
費
補
助
を
当
て
に
し
て
新
た
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な
養
蚕
伝
習
所
を
建
設
し
よ
う
と
し
て
も
そ
の
成
否
は
断
定
で
き
ず
、

ま
ず
は
委
員
二
人
を
実
地
調
査
の
た
め
長
野
県
な
ど
へ
派
遣
し
て
そ
の

報
告
を
待
っ
て
改
め
て
審
議
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
明
治

二
十
六
年
度
中
の
移
転
は
不
可
能
に
な
っ
た
。

翌
二
十
七
年
通
常
郡
会
は
新
た
な
養
蚕
伝
習
所
設
置
に
関
す
る
歳
入

歳
出
予
算
案
の
作
成
に
時
闘
が
か
か
っ
た
た
め
、
例
年
よ
り
一
カ
月
近

く
遅
れ
て
二
月
十
二
日
に
開
会
し
た
。
翌
十
三
日
、
畑
郡
長
は
再
起
を

期
し
て
説
明
の
墳
上
に
立
ち
、
雄
勝
郡
の
改
良
す
わ
な
ち
勧
業
事
業
の

推
進
は
秋
田
県
全
体
が
注
目
し
て
お
り
、
決
し
て
雄
勝
郡
の
み
の
改
良

に
止
ま
ら
ず
他
郡
に
与
え
る
影
響
も
大
き
く
「
本
郡
ハ
徳
義
上
改
良
ノ

充
鞭
ヲ
着
ク
ベ
キ
責
任
ヲ
帯
ピ
居
ル
姿
ナ
リ
ト
云
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」

《お｝

と
今
年
度
中
の
建
設
に
並
々
な
ら
ぬ
決
意
を
表
明
し
た
。
十
五
日
か
ら

審
議
が
始
ま
っ
た
が
、
郡
書
記
天
神
林
儀
敬
は
議
員
の
同
意
を
得
る
ベ

【

M
V

く
事
業
概
要
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。

此
製
糸
場
ハ
所
諦
工
女
ヲ
養
成
ス
ル
ノ
主
旨
ニ
シ
テ
其
釜
数
ハ

三
十
個
ト
シ
、
生
徒
ハ
毎
町
村
ヨ
リ
一
名
乃
至
二
名
ヲ
募
集
シ
、

修
業
年
限
ハ
二
ヶ
年
ニ
シ
テ
一
ヶ
年
ノ
修
業
日
数
ハ
凡
ソ
四
ヶ
月

ナ
リ
。
二
十
七
年
度
ニ
ア
リ
テ
ハ
只
之
レ
カ
建
築
ノ
ミ
ヲ
ナ
ス
。

実
際
ノ
事
業
ハ
二
十
八
年
度
ヨ
リ
之
ヲ
行
ヒ
二
ヶ
年
ッ
、
両
回
生

徒
ヲ
募
集
シ
テ
伝
習
ス
ル
積
リ
ナ
リ
。
而
シ
テ
之
レ
ニ
要
ス
ル
原

繭
ハ
郡
内
各
町
村
ヨ
リ
出
サ
シ
メ
無
賃
ニ
テ
之
レ
ヲ
取
ル
故
、
敢

テ
生
徒
養
成
ニ
差
支
ナ
カ
ル
ヘ
シ
。
製
糸
伝
習
ノ
女
教
師
並
ニ
現

業
掛
リ
ハ
当
地
方
ニ
適
当
ノ
人
ナ
ケ
レ
パ
製
糸
隆
盛
ノ
地
方
ヨ
リ

事
業
ノ
執
行
中
雇
入
ル
、
考
ヘ
ナ
リ
。

こ
の
説
明
の
中
で
注
目
す
べ
き
点
は
新
た
な
養
蚕
伝
習
所
が
五
ヶ

年
継
続
事
業
と
し
て
計
爾
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
年
目
の
明
治

二
十
七
年
度
は
建
設
の
み
と
し
、
修
業
二
年
二
回
生
徒
を
募
集
し
て

（
二
十
八
・
三
十
年
度
）
、
そ
の
卒
業
と
と
も
に
事
業
を
終
了
す
る
と
い

う
も
の
だ
っ
た
D

ま
た
教
師
と
現
業
掛
に
つ
い
て
は
県
内
に
適
当
な
人

材
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
は
県
外
か
ら
の
採
用
も
や
む
を
得
な
い
と
し

A
S｝

 
た
。
そ
の
後
、
中
村
隣
徳
と
柴
田
養
助
か
ら
実
地
調
査
の
結
果
が
報
告

さ
れ
た
が
、
共
に
雄
勝
郡
に
お
い
て
こ
の
事
業
は
成
立
可
能
で
あ
る
と

の
認
識
が
示
さ
れ
、
一
向
に
対
し
て
賛
成
す
る
よ
う
求
め
話
。
実
際
に

現
地
を
視
察
し
た
議
員
の
言
葉
は
と
に
か
く
説
得
力
が
あ
っ
た
。
多
額

の
郡
費
を
投
じ
て
建
設
し
て
も
わ
ず
か
の
期
間
し
か
使
用
さ
れ
な
い
と

い
う
大
き
な
リ
ス
ク
を
背
負
い
な
が
ら
も
五
日
後
の
二
十
日
に
は
委
員

会
で
の
修
正
予
算
額
一
二
四
五
円
六
九
銭
一
厘
で
新
た
な
養
蚕
伝
習
所

が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
雄
勝
郡
立
製
糸
伝
習
所
（
養
蚕
伝
習
所
改
称
）
は
翌

二
十
八
年
七
月
十
三
日
に
関
所
し
た
が
、
生
徒
数
わ
ず
か
一
三
人
で
の

船
出
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
入
所
日
ま
で
に
準
備
が
整
わ
な
か
っ
た
者
や

父
兄
の
中
に
関
所
後
の
様
子
を
少
し
見
て
か
ら
入
所
さ
せ
よ
う
と
し
た

者
が
い
た
た
め
で
最
終
的
に
八
月
初
め
ま
で
に
は
合
計
三
七
人
の
生

｛
問
調
｝

徒
が
集
ま
っ
た
。
こ
の
年
の
関
所
日
数
は
二
一
七
日
（
現
業
日
数
は
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一
一
三
日
）
で
、
生
徒
に
は
毎
月
二
回
試
験
を
課
し
て
技
術
の
向
上
に

努
め
た
。
そ
の
結
果
、
三
二
人
が
修
業
一
年
で
卒
業
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
開
所
一
年
目
は
概
ね
良
好
に
事
業
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

岩
崎
町
・
駒
形
村
・
弁
天
村
・
川
連
村
の
四
町
村
か
ら
は
明
治
二
十
九

年
度
中
の
製
糸
場
設
置
の
希
望
、
さ
ら
に
武
石
忠
一
郎
・
柴
田
養
助
・

後
藤
兵
太
郎
・
藤
木
安
太
郎
・
茂
木
豊
治
の
五
郡
会
議
員
か
ら
は
共
同

販
売
所
を
設
置
し
て
横
浜
に
売
り
出
す
計
画
ま
で
曲
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
二
年
目
以
降
、
天
候
不
順
や
陸
羽
地
震
な
ど
予
想
外
の
天

災
の
発
生
に
よ
っ
て
物
価
が
高
騰
し
、
製
糸
伝
習
所
の
経
営
状
況
が
悪

化
し
始
め
た
。
三
十
年
二
月
開
会
の
通
常
郡
会
で
は
早
く
も
製
糸
伝
習

所
の
存
続
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
コ
一
十
年
度
に
限
つ
て
は
県
奨
励
費

補
助
事
業
で
あ
る
こ
と
と
民
業
移
行
は
時
期
尚
早
で
あ
る
と
の
判
断
か

Aω】

ら
現
行
維
持
を
決
定
し
た
。
必
然
的
に
翌
三
十
一
年
二
月
開
会
の
通
常

郡
会
で
も
こ
の
問
題
が
議
題
に
上
り
、
推
進
派
の
一
人
だ
っ
た
後
藤
兵

太
郎
か
ら
も
「
今
ヤ
伝
習
所
ノ
知
キ
僅
々
タ
ル
奨
励
金
ヲ
貰
ヒ
巨
大
ノ

郡
費
ヲ
投
ジ
テ
継
続
シ
置
ク
ノ
必
要
ナ
、
刈
」
と
廃
止
意
見
が
堂
々
と
述

べ
ら
れ
る
な
ど
廃
止
は
も
は
や
避
け
ら
れ
な
い
大
き
な
流
れ
と
な
っ
て

い
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
畑
郡
長
の
よ
う
な
強
力
な
推
進
者
が
い
れ
ば
当

初
の
計
画
通
り
に
五
ヶ
年
事
業
の
最
終
年
も
継
続
し
た
可
能
性
は
あ
る

が
、
こ
の
間
郡
長
は
二
人
交
代
し
て
お
り
、
か
つ
て
ほ
ど
の
勧
業
事
業

に
対
す
る
熱
意
は
示
さ
れ
ず
、
さ
ら
に
は
予
測
困
難
な
災
害
の
発
生
に

よ
っ
て
一
年
前
倒
し
す
る
形
で
廃
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

そ
の
後
、
勧
業
事
業
に
代
わ
っ
て
郡
事
業
の
目
玉
と
な
っ
た
の
は
土

木
事
業
で
あ
る
。
明
治
二
十
九
年
か
ら
三
十
二
年
に
か
け
て
次
の
一

O

事
業
が
議
員
主
導
（
建
議
案
提
出
）
で
実
施
さ
れ
た
。

明
治
二
十
九
年
：
・
皆
瀬
川
橋
梁
架
設
事
戦
、
七
曲
道
路
測
量
事
業

明
治
三
十
年
：
・
皆
瀬
川
橋
梁
架
設
事
業
、
七
曲
道
路
改
修
事
灘
、
松

倉
沢
道
路
測
量
事
業

明
治
三
十
一
年
・
：
七
曲
道
路
改
修
事
業
、
山
谷
道
路
測
量
事
業
、
大

倉
道
路
測
量
事
業
、
藤
倉
道
路
測
量
事
業
、
横
根
道
路
測
量
事
業

《
間
山
）

明
治
三
十
二
年
・
：
山
谷
道
路
改
修
事
業
、
松
根
道
路
測
量
事
業

こ
れ
ら
の
土
木
事
業
の
総
額
は
五
八
五
六
円
四

O
銭
九
厘
に
達
し
、

製
糸
伝
習
所
建
設
費
の
実
に
二
・
七
倍
に
相
当
し
た
。
巨
額
の
費
用
を

投
じ
て
町
村
間
同
士
で
は
な
か
な
か
実
現
困
難
で
あ
る
共
同
土
木
事
業

が
展
開
さ
れ
た
が
、
皆
瀬
川
橋
梁
架
設
・
七
曲
道
路
改
修
・
山
谷
道
路

改
修
の
三
事
業
は
費
用
の
半
分
を
関
係
町
村
が
負
担
す
る
夫
役
現
品
賦

円

ωv

課
の
方
式
が
採
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
郡
の
歳
入
の
大
半
を
町
村
分
賦

金
に
頼
る
と
い
う
厳
し
い
財
政
運
営
の
中
で
、
八
年
の
聞
に
雄
勝
郡
に

目
玉
と
な
る
産
業
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
理
想
論
か
ら
生
活
に
密
接

に
関
わ
る
現
実
路
線
へ
シ
フ
ト
し
た
過
程
が
明
ら
か
と
な
る
。
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お
わ
り
に

雄
勝
郡
に
と
っ
て
明
治
二
十
四
年
の
郡
制
実
施
は
郡
長
主
導
で
そ
れ

ま
で
の
特
色
を
生
か
し
た
基
幹
産
業
を
生
み
出
す
可
能
性
を
秘
め
て
い
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た
。
そ
れ
は
決
し
て
郡
内
二
五
町
村
の
一
致
協
力
の
下
で
行
わ
れ
よ
う

と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
一
度
は
郡
会
で
否
決
さ
れ
た
養
蚕
伝

習
所
の
移
転
設
置
を
郡
長
の
熱
意
、
さ
ら
に
は
議
員
た
ち
の
綿
密
な
調

査
と
審
議
に
よ
っ
て
規
模
縮
小
な
が
ら
も
実
現
に
結
び
つ
け
た
。
し
か

し
、
安
定
し
て
い
た
の
は
関
所
し
た
明
治
二
十
八
年
の
み
で
、
そ
の
後

は
未
曽
有
の
天
災
の
発
生
に
よ
っ
て
経
営
が
困
難
と
な
り
、
一
年
前
倒

し
す
る
形
で
わ
ず
か
四
年
で
廃
止
に
追
い
込
ま
れ
た
。
代
わ
っ
て
郡
事

業
の
メ
イ
ン
と
な
っ
た
の
は
土
木
事
業
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
業
の
展

開
は
決
し
て
県
奨
励
費
に
依
存
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
町
村

分
賦
金
に
多
く
を
頼
る
硬
直
し
た
郡
財
政
の
中
で
住
民
に
対
し
て
最
大

限
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
い
う
大
き
な
役
割
を
持
っ
て
い
た
。
そ

の
た
め
郡
長
は
町
村
の
監
督
者
と
い
う
最
大
の
任
務
の
他
に
そ
の
利
害

関
係
、
あ
る
い
は
郡
会
内
の
状
況
を
よ
く
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
畑
郡
長
が
製
糸
伝
習
所
を
関
所
に
結
び
つ
け
た
原
動
力
は

ま
さ
に
こ
こ
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
一
方
で
町
村
聞
の
利
害
対
立
は
郡
制
実
施
当
初
か
ら
存
在
し

た
。
第
一
回
郡
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
法
規
の
周
知
が
不
徹
底
だ
っ
た

こ
と
か
ら
発
生
し
た
選
挙
無
効
騒
動
は
そ
れ
を
物
語
る
も
の
で
、
二
町

村
を
一
つ
の
選
挙
区
と
し
て
設
定
す
る
合
区
の
難
し
さ
を
露
呈
し
た
形

と
言
え
る
。
郡
会
で
の
議
員
た
ち
は
時
に
は
議
長
で
あ
る
郡
長
に
対
し

て
答
弁
方
法
を
め
ぐ
っ
て
詰
問
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
将
、
大
体
に
お
い

て
郡
長
と
は
良
好
な
関
係
を
維
持
し
た
。

明
治
の
地
方
行
政
改
革
の
一
つ
と
し
て
山
県
有
朋
の
主
導
で
郡
制
は

実
施
さ
れ
た
が
、
施
行
か
ら
わ
ず
か
八
年
で
全
面
改
正
（
明
治
三
十
二

年
三
月
十
六
日
法
律
第
六
十
五
号
）
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
ま
ず
郡
は
法

人
と
明
定
さ
れ
（
第
二
条
）
、
郡
会
議
員
の
選
出
方
法
は
複
選
制
か
ら

【
四
四
V

直
選
制
に
改
め
ら
れ
た
（
第
四
条
）
。
郡
会
で
議
決
す
べ
き
事
件
に
つ

い
て
も
①
使
用
料
、
手
数
料
及
び
夫
役
現
品
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
こ

と
、
②
積
立
金
穀
の
設
置
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
の
二
規
定
が
追
加

さ
れ
（
第
二
十
九
条
）
、
さ
ら
に
議
長
も
議
員
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
（
第
三
十
五
条
）
。
秋
田
県
公
文
書
館
に
は
改
正
以
降

の
『
郡
会
議
事
録
』
お
よ
び
決
算
書
も
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら

を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
九
二
三
（
大
正
十
二
）
年
の
廃
止
に
至

る
ま
で
雄
勝
郡
で
展
開
さ
れ
た
事
業
の
全
貌
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
稿
を
あ
ら
た
め
て
考
察
し
た
い
と
思
う
。
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註
（1
）
府
県
制
（
明
治
二
十
三
年
五
月
十
七
日
法
律
第
三
十
五
号
）
は
四
ヶ

月
後
の
八
月
一
日
に
施
行
さ
れ
、
第
九
回
秋
田
県
会
議
員
選
挙
（
定

員
三
O
人
）
は
同
月
十
五
日
に
実
施
さ
れ
た
。

（2
）
秋
田
県
編
『
秋
田
県
史
』
第
五
巻
、
明
治
編
（
一
九
七
七
（
昭
和

五
十
二
）
年
十
一
月
）
、
二
八
三
1
三
八
四
頁
。

（3
）
『
近
代
日
本
の
地
方
制
度
と
名
望
家
』
（
弘
文
堂
、

一
乙
年
二
月
）
。

一
九
九
O
（
平
成
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（4
）
『
府
県
制
成
立
過
程
の
研
究
』
（
法
律
文
化
社
、
二

O
一
O
（
平
成

二
十
二
）
年
二
月
）
。

（
5
）
秋
田
県
河
辺
郡
役
所
編
（
図
書
刊
行
会
、
一
九
八
一
（
昭
和

五
十
六
）
年
九
月
復
刻
版
）
。

（6
）
北
秋
田
郡
役
所
編
（
一
九
三
七
（
昭
和
十
二
）
年
三
月
）
。

（7
）
『
郡
会
議
事
録
』
（
也
ω20ω
・2
∞忠）。

（8
）
『
郡
費
決
算
』
（
8
2
0
ω
・2
N
N由
）
、
『
郡
費
決
算
』
（
也
ω
2
0
ω
b
H
N
m
O）、

『
郡
費
決
算
』
（
8
2
0
ω
b
H
N
m
ω
）
、
『
郡
費
決
算
』
（
也
ω
C
H
S
・0円以∞）、

「
各
郡
費
決
算
』
（
山
田
ω
2
0
ω
b
H
N
O
O）
、
『
郡
決
算
書
」
（
由
ω
2
0
ω
b
E
S）、

『
郡
費
決
算
書
』
（
8
2
0
ω
・E
N
S－
な
お
明
治
二
十
四
年
度
の
決
算

書
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

（9
）
註
（
2
）
、
二
三
ニ
i
一
三
四
頁
。
雄
勝
郡
は
第
七
大
区
で
四
小
区

に
分
か
れ
て
い
た
。

（
叩
）
第
三
百
八
十
番
触
示
（
吉
岡
重
五
郎
編
『
秋
悶
県
触
示
便
覧
』
第

四
人
号
、
来
珍
社
、
一
八
七
九
（
明
治
一
二
）
年
一
月
、
（
秋
田
県

公
文
書
館
所
蔵
『
秋
田
県
布
達
集
』
第
三
四
巻
所
収
）
。

（U
）
第
三
百
八
十
六
番
触
示
、
註
（
叩
）
。

（
ロ
）
註
（
2
）
、
一
四
一
頁
。

（
臼
）
註
（
2
）
、
一
四
五
頁
。

（M
）
湯
沢
市
史
編
さ
ん
会
事
務
局
編
『
湯
沢
市
史
』
（
一
九
六
五
（
昭
和

四
十
）
年
一
二
月
）
、
四
三

0
1四
三
三
頁
。

（
日
）
秋
田
県
編
「
秋
田
県
史
』
資
料
明
治
編
・
下
巻
（
一
九
八
O
（
昭
和

五
十
五
）
年
一
月
復
刻
版
）
、
四
一

1
四
二
頁
。

（
凶
）
註
（
2
）
、
二
人
七
頁
。

（
げ
）
註
（
日
）
、
二
一
一

i
一
二
五
頁
。

（
問
）
註
（
2
）
、
二
八
八
1
二
九
O
頁。

（
問
）
註
（
日
）
、
六
三
1
六
回
頁
。

（
却
）
註
（
日
）
、
六
五
1
八
一
頁
。

（
幻
）
註
（
日
）
、
八
一

1
八
二
頁

（
忽
）
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
「
府
県
制
郡
制
施
行
ニ
関
ス
ル
書
類
』

（

8
2
0い
O
沼山
N
）。

（
お
）
東
北
地
方
で
は
次
の
五
郡
が
分
合
の
対
象
と
さ
れ
た
。

宮
城
県
陸
前
回
柴
田
郡
岡
県
磐
城
国
刈
田
郡

右
二
郡
ヲ
合
併
シ
刈
柴
郡
ト
称
、
ン
陸
前
国
ニ
属
ス

宮
城
県
磐
城
国
伊
具
郡
岡
県
同
郡
亘
理
郡

右
二
郡
ヲ
合
併
シ
逢
隅
郡
ト
称
ス

宮
城
県
陸
前
国
黒
川
郡
岡
県
岡
郡
加
美
郡

右
二
郡
ヲ
合
併
シ
美
川
郡
ト
称
ス

宮
城
県
陸
前
回
志
田
郡
岡
県
同
郡
玉
造
郡

右
三
郡
ヲ
合
併
シ
大
崎
郡
ト
称
ス

山
形
県
羽
前
聞
東
置
賜
郡
ノ
内
小
松
村
中
郡
村
犬
川
村
大
塚
村

右
小
松
村
外
三
村
ヲ
山
形
県
羽
前
国
南
置
賜
郡
ニ
編
入
ス

（
倒
的
）
註
（

m）。

（
お
）
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
『
府
県
制
郡
制
施
行
ニ
関
ス
ル
書
類
』

（由
ωCHOω
・0也
、
対
日

ω
）。

（
お
）
註
（
勾
）
。
秋
田
県
告
示
第
四
十
号
。
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（
幻
）
註
（

m）
。
秋
田
県
訓
令
乙
第
三
十
七
号
。

（
お
）
愛
知
県
、
長
野
県
、
青
森
県
、
山
形
県
、
秋
田
県
、
福
井
県
、
徳
島
県
、

高
知
県
、
大
分
県
。

（
却
）
郡
制
第
十
条
。

（
却
）
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
『
事
務
簿
』
（
也
ω
2
0
ω
b
H∞怠）。

（
幻
）
秋
田
県
内
務
部
第
一
課
編
『
秋
田
統
計
書
」
明
治
二
十
四
年

（
一
八
九
二
（
明
治
二
十
五
）
年
八
月
）
、
二
三
頁
。

（
お
）
註
（
日
）
、
九
一
頁
。

（
お
）
註
（
日
）
、
八
四
頁
。

（
担
）
第
九
回
秋
田
県
会
議
員
選
挙
（
八
月
十
五
日
実
施
）
の
当
選
者
三
O

人
の
う
ち
郡
会
議
員
兼
任
者
は
一
二
人
に
上
り
、
山
本
郡
・
河
辺
郡
・

由
利
郡
・
雄
勝
郡
で
は
全
員
が
兼
任
議
員
と
な
っ
た
。

（
お
）
町
村
制
第
四
十
六
条
で
は
有
効
投
票
の
過
半
数
に
達
し
た
得
票
者
が

い
な
い
場
合
に
は
上
位
二
人
に
よ
る
決
選
投
票
の
実
施
を
規
定
し
て

し
た
。

町
村
会
ニ
於
テ
町
村
吏
員
ノ
選
挙
ヲ
行
フ
ト
キ
ハ
、
一
名
毎
ニ

匿
名
投
票
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
シ
、
有
効
投
票
ノ
過
半
数
ヲ
得
ル
者

ヲ
当
選
ト
ス
、
若
シ
過
半
数
ヲ
得
ル
者
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
最
多
数

ヲ
得
ル
者
二
名
ヲ
取
リ
之
ニ
就
テ
更
ニ
投
票
セ
シ
ム
、
若
シ
最

多
数
ヲ
得
ル
者
三
名
以
上
同
数
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
議
長
自
ラ
抽
鑑

シ
テ
其
ノ
二
名
ヲ
取
り
吏
ニ
投
票
セ
シ
ム
、
此
再
投
票
ニ
於
テ

モ
猶
過
半
数
ヲ
得
ル
者
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
拙
銭
ヲ
以
テ
当
選
ヲ
定

ム。

（
お
）
註
（
初
）
。

（
初
出
）
註
（
却
）
。

（
お
）
選
挙
効
力
を
め
ぐ
る
問
題
は
河
辺
郡
下
北
手
村
で
も
発
生
し
て
い
る
。

投
票
記
載
の
字
形
を
め
ぐ
っ
て
選
挙
掛
長
で
あ
っ
た
村
長
嵯
峨
多
兵

衛
が
疑
義
票
を
有
効
投
票
と
判
断
し
た
こ
と
を
不
服
と
し
て
同
郡
鈴

木
健
治
か
ら
郡
参
事
会
に
対
し
て
訴
願
が
提
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、

郡
参
事
会
は
選
挙
掛
長
の
判
断
を
支
持
し
て
有
効
の
決
定
を
下
し

た
。
（
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
『
郡
制
報
告
書
』
、

8
2
0
ω
・2
N
N印）。

（
却
）
鹿
角
郡
は
五
月
十
三
日
、
北
秋
田
郡
は
同
月
十
九
日
、
山
本
郡
は
同

月
二
十
日
、
南
秋
田
郡
は
同
月
十
八
日
、
河
辺
郡
は
同
月
十
四
日
、

由
利
郡
は
同
月
十
七
日
、
仙
北
郡
は
同
月
二
十
四
日
、
平
鹿
郡
は
同

月
十
七
日
に
そ
れ
ぞ
れ
臨
時
郡
会
が
開
会
し
た
。

（
伺
）
谷
口
裕
信
氏
「
明
治
中
後
期
に
お
け
る
郡
制
廃
止
論
の
形
成
」
（
史

事
曾
編
『
史
撃
雑
誌
』
第
一
一
三
編
第
一
号
、
二

O
O
四
（
平
成

十
六
）
年
一
月
）
。

（
担
）
「
南
関
東
に
お
け
る
郡
制
・
郡
役
所
に
関
す
る
研
究
｜
実
証
分
析
お

よ
ぴ
空
間
理
論
か
ら
の
接
近
｜
」
（
横
浜
市
立
大
学
経
済
研
究
所
編

『
経
済
と
貿
易
』
第
一
七
九
号
、
一
九
九
九
（
平
成
十
こ
年
九
月
）
。

（
必
）
「
郡
政
運
営
に
お
け
る
郡
長
と
郡
会
議
員
の
関
係
1
決
算
と
議
事
録

か
ら
1
」
（
財
団
法
人
地
方
自
治
総
合
研
究
所
編
「
自
治
総
研
』
第

三
二
号
、
二

O
O
六
（
平
成
十
八
）
年
十
二
月
）
。

（
州
知
）
註
（
7
）。
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（
制
）
註
（
8
）。

（
必
）
陸
羽
地
震
で
雄
勝
郡
内
で
は
死
者
一
名
、
負
傷
二
一
名
、
家
屋
の
全

壊
一
七
九
棟
、
半
壊
二
九
六
棟
、
道
路
の
破
損
二
ハ
一
カ
所
、
橋
梁

の
破
損
一
四
カ
所
、
堤
防
の
破
損
三
一
カ
所
な
ど
の
被
害
を
出
し
た
。

註
（
M
）
、
五
四
二
頁
。

（
必
）
そ
の
一
方
で
秋
ノ
宮
村
の
完
納
率
（
明
治
二
十
五
年
1
三
十
二
年
の

平
均
値
）
は
三
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
止
ま
っ
て
い
る
。
明
治
三
十
年
三

月
に
郡
長
が
作
成
し
た
「
雄
勝
郡
秋
ノ
宮
村
役
場
巡
視
調
書
」
（
秋

田
県
公
文
書
館
編
『
役
場
巡
視
調
書
』
、

8
C
H
S・c
c
g
m）
に
は
秋
ノ

宮
村
の
状
況
を
「
村
内
穏
ナ
ラ
ス
。
曲
目
テ
官
有
未
定
地
払
下
願
ニ
関

シ
葛
藤
ア
リ
シ
以
来
、
二
派
ノ
党
派
ヲ
生
シ
何
事
モ
円
滑
ヲ
欠
ク
ノ

状
況
ナ
リ
」
と
記
し
て
お
り
、
村
内
対
立
も
一
悶
と
な
っ
て
郡
事
業

へ
の
参
加
を
滞
ら
せ
た
と
言
え
る
。

（
幻
）
高
城
守
久
（
第
四
代
、
明
治
二
十
一
年
六
月
九
日
1
明
治
二
十
六
年

二
月
三
日
）
。
畑
千
代
記
（
第
五
代
、
明
治
二
十
六
年
二
月
三
日
i

明
治
二
十
九
年
五
月
五
日
）
。
遠
藤
政
敏
（
第
六
代
、
明
治
二
十
九

年
五
月
五
日
i
明
治
三
十
年
十
一
月
十
二
日
）
。
岡
忠
惰
（
第
七
代
、

明
治
三
十
年
十
一
月
十
二
日
i
明
治
三
十
三
年
二
月
十
二
日
）
。
瀬

谷
純
一
著
『
歴
代
秋
田
県
公
人
録
」
（
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
七
月
）
、

四
五
頁
。

（
必
）
註
（
2
）
、
六
二
一

1
六
二
四
頁
、
六
五
一

i
六
五
二
頁
。

（
仰
）
註
（
日
）
、
六
四
一

1
六
四
二
頁

（
卯
）
第
三
代
、
明
治
十
九
年
九
月
十
七
日
i
明
治
二
十
一
年
六
月
九
日
。

註
（
折
）
。

（
日
）
註
（

7
）
、
「
明
治
二
十
六
年
雄
勝
郡
臨
時
郡
会
議
事
録
」
明
治

二
十
六
年
五
月
二
十
二
日
、
一
一
頁
。

（
臼
）
註
（

7
）
、
「
明
治
二
十
六
年
雄
勝
郡
臨
時
郡
会
議
事
録
」
明
治

二
十
六
年
五
月
二
十
三
日
、
一
七

1
一
八
頁
。

（
臼
）
註
（

7
）
、
「
明
治
二
十
七
年
雄
勝
郡
通
常
郡
会
議
事
録
」
明
治

二
十
七
年
二
月
十
三
日
、
二
ハ

i
一
八
頁
。

（
日
）
註
（

7
）
、
「
明
治
二
十
七
年
雄
勝
郡
通
常
郡
会
議
事
録
」
明
治

二
十
七
年
二
月
十
五
日
、
四
九

1
五
O
頁。

（
日
）
明
治
二
十
八
年
度
は
教
師
と
現
業
掛
が
と
も
に
長
野
県
か
ら
採
用
さ

れ
、
関
所
日
数
二
二
五
日
間
一
日
一
円
の
計
算
で
二
二
五
円
ず
つ
給

料
が
支
払
わ
れ
た
。
註
（
7
）
、
「
明
治
二
十
八
年
度
秋
田
県
雄
勝
郡

歳
入
出
予
算
書
（
丙
号
）
」
、
一
四
八
頁
。

（
防
）
註
（
7
）
、
「
明
治
二
十
七
年
雄
勝
郡
通
常
郡
会
議
事
録
」
明
治

二
十
七
年
二
月
十
五
日
、
五

0
1
五
二
頁
。

（
貯
）
二

O
二
円
一
八
銭
五
厘
の
減
額
と
な
っ
た
。
註
（

7
）
、
「
明

治
二
十
七
年
雄
勝
郡
通
常
郡
会
議
事
録
」
明
治
二
十
七
年
二

月
十
五
日
、
七
六

1
七
七
頁
。

（
部
）
岩
崎
町
・
小
野
村
・
田
代
村
・
院
内
村
・
仙
道
村
・
三
輪
村
・
東
成

瀬
村
・
西
成
瀬
村
・
川
連
村
・
皆
瀬
村
か
ら
は
入
所
者
が
一
人
も
い

な
か
っ
た
。
註
（
7
）
、
「
明
治
二
十
九
年
雄
勝
郡
通
常
郡
会
議
事
録
」

明
治
二
十
九
年
一
月
二
十
三
日
、
二
八
i
コ
二
頁
。

（
印
）
製
糸
伝
習
所
の
存
廃
問
題
を
－
調
査
す
る
議
員
六
人
か
ら
な
る
委
員
会

円

i
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が
設
置
さ
れ
た
。
註
（
7
）
、
「
明
治
三
十
年
雄
勝
郡
通
常
郡
会
議
事

録
」
明
治
三
十
年
二
月
二
十
六
日
、
六
二

l
六
四
頁
。

（
ω）
註
（
7
）
、
「
明
治
三
十
年
雄
勝
郡
通
常
郡
会
議
事
録
」
明
治
三
十
年

三
月
二
目
、
八
一
頁
。

（
臼
）
註
（
7
）
、
「
明
治
三
十
一
年
雄
勝
郡
通
常
郡
会
議
事
録
」
明
治

三
十
一
年
二
月
十
日
、
二
六

i
二
七
頁
。

（
位
）
註
（
7
）
、
「
明
治
三
十
一
年
雄
勝
郡
通
常
郡
会
議
事
録
」
明
治

三
十
一
年
二
月
十
二
日
、
三
八
頁
。
間
も
な
く
民
間
に
払
い
下

げ
ら
れ
、
こ
れ
を
藤
木
安
太
郎
・
泉
勘
六
が
買
収
し
て
新
た
に

雄
勝
製
糸
場
を
開
設
し
た
。

（mw
）
明
治
二
十
七
年
九
月
の
洪
水
で
決
壊
し
た
皆
瀬
川
橋
梁
を
川
連
村
川

連
字
久
保
に
二
ヶ
年
計
聞
（
明
治
二
十
九
・
三
十
年
）
で
架
設
す
る

と
い
う
も
の
で
、
総
額
一
四
二
五
円
四
四
銭
二
座
が
投
じ
ら
れ
た
。

（
ω）
元
西
馬
音
内
村
か
ら
田
代
村
に
至
る
郡
西
部
各
村
聞
の
主
要
道
で
あ

る
七
曲
道
路
を
二
ヶ
年
計
画
（
明
治
三
十
・
三
十
一
年
）
で
改
修
す

る
と
い
う
も
の
で
、
総
額
一
八
六
六
円
二
銭
二
厘
が
投
じ
ら
れ
た
。

（
筋
）
湯
沢
町
か
ら
川
連
村
に
至
る
郡
東
部
各
村
間
の
主
要
道
で
あ
る
山
谷

道
路
の
整
備
事
業
で
、
明
治
三
十
二
年
度
の
支
出
額
は
二

O
七
九
円

七
七
銭
五
厘
だ
っ
た
（
三
十
四
年
度
ま
で
の
三
ヶ
年
継
続
事
業
）
。

（
侃
）
た
と
え
ば
七
曲
道
路
改
修
事
業
で
は
明
治
三
十
年
度
の
夫
役
現
品
賦

課
の
各
村
負
担
割
合
（
パ
ー
セ
ン
ト
）
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

田
代
村
（
三
二
）
、
西
馬
音
内
村
会
二
）
、
元
西
馬
音
内
村
（
一
一
己
、

仙
道
村
（
二
一
）
、
新
成
村
（
五
）
、
三
輪
村
（
五
）
、
明
治
村
（
三
）
。

註
（
7
）
、
「
明
治
三
十
年
雄
勝
郡
通
常
郡
会
議
事
録
」
明
治
三
十
年

三
月
二
日
、
八
五
1
八
六
頁
。

（mw
）
郡
長
は
郡
会
に
お
い
て
は
議
長
を
兼
務
し
て
い
た
た
め
、
郡
政
一
般

に
関
す
る
質
問
を
受
け
た
場
合
は
郡
長
と
し
て
答
弁
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
そ
の
対
応
に
苦
慮
し
た
ロ
畑
郡
長
は
「
未
ダ
如
斯
者
ニ
対

シ
テ
ハ
一
定
ノ
方
法
ナ
キ
ヲ
以
テ
私
ハ
其
時
ノ
場
合
ニ
ヨ
リ
テ
適

宜
」
に
議
長
席
を
離
れ
て
番
外
席
か
ら
答
弁
を
行
っ
た
。
註
（
7
）、「明

治
二
十
七
年
雄
勝
郡
通
常
郡
会
議
事
録
」
明
治
二
十
七
年
二
月
十
四

日
、
三
O
頁
。
こ
の
慣
例
は
そ
の
後
の
遠
藤
郡
長
、
岡
郡
長
に
も
引

き
継
が
れ
た
。

（
侃
）
選
挙
権
の
規
定
も
改
正
さ
れ
、
郡
内
の
町
村
公
民
で
町
村
会
議
員
の

選
挙
権
を
有
し
郡
内
に
一
年
以
上
直
接
国
税
年
額
三
円
以
上
を
納
入

す
る
者
に
選
挙
権
、
同
じ
く
直
接
国
税
年
額
五
円
を
以
上
納
入
す
る

者
に
被
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
た
（
郡
制
第
六
条
）
。
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